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環境省行政効率化推進計画 

 

平成１６年６月１５日 

環    境    省 

平成１７年６月３０日改定 

 

 

１．公用車の効率化 

 

（これまでの取組） 

○ 幹部用車両について、幹部が使用していない時には、一般職員が活

用することにより、公用車を効率的に運用。 

○ 更新にあたっては、低公害車への切り換えを実施し、平成１６年度

末時点で全ての公用車を低公害車化。 

○ 毎月第一月曜日をノーカーデーとし、職員の公用車利用の自粛を 

促すとともに、駐停車中のアイドリングストップの励行により燃 

料費を削減。 

○ 現在、職員の運転手の新規採用は行っておらず、同運転手の定年 

退職に際しては、必要に応じて、民間委託を活用。 

○ 全車にＥＴＣを登載し、高速道路料金を削減。 

○ 環境保全に向けた国の率先実行の一環として、庁舎に共用自転車 

を導入し、霞が関周辺地域における公用車による短距離移動の自 

転車への転換を実践。 

○ 所管の独立行政法人等に対し、同様の効率化を進めるように要請。 

 

（今後の取組計画） 

○ 削減計画台数 ３台（平成２４年度までに順次実施） 

・ 交換時期の到来及び職員の運転手の原則退職後不補充の方針 

を遵守し、定年退職に合わせた用途の見直し変更により削減 

を行う。なお、仮に職員の運転手を補充する場合には、再任 

用制度を活用することとする。また、これまでの効率化の取 

組についても引き続き推進する。 

これらの取組については、平成19年度に見直しを行う。 
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２．公共調達の効率化 

 

（これまでの取組） 

○ インターネットによる入札情報サービスの提供（Ｈ１２年５月） 

○ インターネットによる競争参加資格申請の受付（Ｈ１３年２月） 

○ 本省維持管理業務に係る契約及び物品調達契約方式の見直しに 

よる経費の節減               （Ｈ１３年４月） 

○ インターネット技術を活用した電子入札・開札システムの導入 

（Ｈ１６年３月） 

 

（今後の取組計画） 

（１） 一般競争入札、公募型指名競争入札等の推進 

○ 公共調達について、適切な入札参加資格を設定するとともに適正な

履行の確保に配慮しつつ、一般競争入札による調達を逐次拡大する。

一般競争入札による調達の割合（競争入札に付した件数に占める一

般競争入札の割合）を含め、一般競争入札の実施状況を毎年度公表

する。（平成１７年度以降） 

○ 公共調達について、公募型指名競争入札等の受注意欲を反映した指

名競争入札の拡大を図るため、公募型指名競争入札等による調達の

割合（指名競争入札に付した件数に占める公募型指名競争入札等の

件数の割合）に関する目標数値を平成２０年度時点において１０％

とし、毎年度その実施状況を公表する。（平成１７年度以降） 

 

（２） 適切な競争参加資格の設定等 

○ 民間部門からの受注実績も一般競争等において競争参加資格にお

ける過去の実績として引き続き適切に評価する。（引き続き実施） 

 

○ 調達物の仕様を設定するに当たっては、必要最小限の性能・機能を

定めるにとどめ、限られた業者しか入札に参加することができない

こととなることのないよう一層徹底する。（引き続き実施） 
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（３） 予定価格の適正な設定 

○ 取引実例に係る市場調査をインターネットなどを活用し幅広く行

い、予定価格のより適正な設定に引き続き努める。（引き続き実施） 

 

（４） 随意契約の適正な運用等 

○ 随意契約による場合には、法令の定める要件に合致するかどうかの

確認を引き続き適正に行う。（引き続き実施）少額随意契約以外の

随意契約案件について、環境省ＨＰにおいて、契約の相手方、契約

金額、随契理由等をまとめて公表する。（平成１７年度以降） 

○ 随意契約の方法による契約について、不適切な再委託により効率性

が損なわれ、経済的合理性に欠ける事態となることを防ぐなど、そ

の適正な履行の確保に努める。（平成１７年度以降） 

○ 内部監査において、随意契約の重点的監査を実施する。（平成１７

年度以降） 

 

（５） 落札率１事案への対応等 

○ 公共調達（予定価格を含め当該契約に関する情報を開示することが

適当でないと認めたものを除く。）について、落札率を一覧表にし

て公表する。（平成１７年度以降） 

○ 取引実例に係る市場調査をインターネットなどを活用して幅広く

行い、市場価格を適切に把握して予定価格のより適正な設定に引き

続き努める。（引き続き実施） 

○ 参考見積を徴取する場合には、原則として複数の業者から徴取する

とともに、参考見積をもとに予定価格を作成する場合には、見積の

比較、取引実例との比較等を行い、より適正な予定価格の設定に引

き続き努める。（引き続き実施） 

○ 調達物の仕様を設定するに当たっては、必要最小限の性能・機能を

定めるにとどめ、限られた業者しか入札に参加することができない

こととなることのないよう一層徹底する。（引き続き実施） 

○ 再度入札を繰り返すことは可能な限り避け、落札者がいない場合に

はなるべく再度公告入札を行う。（引き続き実施） 
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（６） 国庫債務負担行為の活用 

○ コピー機、パソコン等の物品について、購入する場合や単年度賃貸

借を行う場合と比較して複数年度のリース契約を行うことに合理性

が認められる場合には、国庫債務負担行為による複数年契約による

こととする。（平成１７年度以降） 

○ 複数年度にわたる情報システムの開発等について、原則として国庫

債務負担行為による複数年契約により実施することとする。（平成

１７年度以降） 

（７） その他 

○ 徹底した仕様の見直し・合理化によるコスト削減を図る。（過剰仕

様の見直し）（平成１７年度以降） 

○ 電子入開札システムの活用を引き続き図る。（引き続き実施） 

○ 各地区自然保護事務所へ電子入開札システムを導入する。（引き続

き実施） 

○ 電話料金の割引制度の活用を引き続き図る。（引き続き実施） 

○ 事務用品の一括購入を推進する。（引き続き実施） 

○ 庁舎の光熱水費を削減するため、他の先進的事例を参考に、ＥＳＣ

Ｏ事業導入の検討等を進める。（引き続き実施） 

○ 競争入札の方法による契約についても、再委託の承認等必要な措置

をとるなど、その適正な履行の確保に努める。（平成１７年度以降） 
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３．公共事業のコスト縮減 

 

（これまでの取組） 

○ Ｈ９．４ 政府の「公共工事コスト縮減対策に関する行動指針」（平

成９年４月公共工事コスト縮減対策関係閣僚会議決定）に基づき、

「公共工事コスト縮減対策に関する行動計画」を策定し、コスト縮

減を図った。 

○ Ｈ12．10 継続的且つ新たなコスト縮減施策を実施するために決定

された、政府の「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」（平

成１２年９月閣議決定）に基づき、「公共工事コスト縮減対策に関

する新行動計画」（以下、「新行動計画」という。）を策定し、コ

スト縮減を図っている。（目標期間は、平成１２年度～２０年度） 

○ Ｈ15．11 事業計画・設計から維持管理に至るまでの各段階における

最適化を図り、公共事業全てのプロセスをコストの観点から見直す

こととした、政府の「公共事業コスト構造改革プログラム」（平成

１５年９月公共事業コスト縮減対策関係省庁連絡会議決定）に基づ

き、「環境省公共事業コスト構造改革プログラム」（以下、「構造

改革プログラム」という。）を策定し、総合的なコスト縮減に取り

組んでいる。 

○ 入札・契約の公正性、透明性に充分配意しつつ、独立行政法人等に

おいて民間の技術力を活用した交渉方式を試行的に実施するよう要

請した。 

 

（今後の取組計画） 

○ 環境省直轄事業について、引き続き、新行動計画（自然公園等事業

費用縮減新行動計画）及び、構造改革プログラムに基づき、コスト

縮減を図ることとし、事業の執行にあっては、各担当者がコスト意

識を持って取り組むことが重要であるため、コスト意識の高揚に努

めることとしている。なお、整備にあたっては、全般としての太陽

光・風力等自然エネルギーの活用による維持管理費の縮減を推進す

るとともに、地域住民・関係団体等が計画段階から参加することに

よる事業の迅速化を図り、諸経費の縮減に努め、個々の事業につい
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ては、ビジターセンター展示用照明設備の汎用品の使用及び、歩道

の手摺り・防護柵等への間伐材の使用等による資・機材費の縮減等

について積極的に取り組んでいきたい。 

（平成１５年度から５年間） 

 また、次の事項についても検討の上、推進を図ることとする。 

（平成１７年度以降） 

○ 価格だけでなく技術や品質を含めた競争の促進を図ること。特に、

入札にかかる総合評価方式の実施に関する目標値を定めて、総合評

価方式を採用すること。 

○ 国土交通省作成の総合評価方式事例集を活用するなどにより、総合

評価方式に関する情報の普及を図ること。 

○ 工事成績が一定以下の業者について競争資格を認めない措置を導入

する等過去の成績を適切に反映させること。 

○ 優れた企業による競争を推進するため、工事成績データベースを活

用すること。 

○ ＶＥ方式・設計施工一括方式等を活用すること。特に、入札時ＶＥ

の実施に関する目標値を定めて、入札時ＶＥを採用すること。 

○ 大規模かつ技術的難易度の高い工事において、入札後契約前ＶＥを

実施すること。 

○ 資材単価等の積み上げによる積算ではなく、契約実績に基づき、工

種別に単価設定を行う「ユニットプライス型積算方式」を試行する

こと。 
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４．電子政府関係の効率化 

 

（これまでの取組） 

○ e-Ｊapan 重点計画に基づき、平成１５年３月に申請・届出等手続の

オンライン化を図るため、電子申請システムの運用を開始すると共

に、文書管理システムに決裁機能を追加して、行政の効率化を図っ

た。 

○ 電子申請・届出システムの利用時間を原則として３６５日２４時間

し受付時間の拡大を実施した。 

○ 環境省省内ネットワーク（共通システム）の最適化に向けた検討を

開始した 

○ 人事・給与等業務・ システム最適化計画に基づき、業務の合理化・

効率化を図りつつ、他府省と機器等の共同利用を推進するための共

同利用機関連絡会議に参加し導入に向けた検討を開始した。 

 

（今後の取組計画） 

（１） 業務・システムの最適化と行政組織等の減量・効率化 

○ 共通システムの見直し方針（平成１６年３月２５日了承）に基づき、

環境省認証局を府省認証局に一元化すること等により、業務の簡素

化・集約化を図る。（平成１６年度以降順次実施） 

○ 環境省電子政府構築計画（平成１５年７月１７日決定）に基づき、

環境省所管の申請・届出等手続の簡素化・合理化を行うとともに、

電子申請・届出システムの利用の拡大に向けて、広報の充実や関係

各方面への協力依頼を進める。（平成１７年度までに所要の措置を講

ずる） 

○ 電子決裁システムの利用促進、文書の電子化を一層の推進等により

事務の効率化を図る（平成１７年度以降逐次実施。 

○ 人事・給与等の内部管理業務について、人事・給与等業務・ システ

ム最適化計画に基づき実施する効率化措置等を定めた 合理化計画

を策定する。（可能な限り早期に策定） 
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○ 人事・給与等の内部管理業務について、協力府省と業務の合理化・

効率化を図りつつ、人事・給与等業務・システムの共同利用の実施

を図る。（平成１９年度末までに導入予定） 

 

（２）国家公務員給与の全額振込化 

○ 国家公務員給与の全額振込化について、職員の協力を得つつ推進し、

平成１７年度末までに原則として１００％の実施を目指す。（平成

１７年度末までの実施を目指す） 

 

 

５．アウトソーシング 

 

（これまでの取組） 

○ 公用車の運転業務については、職員の運転手の新規採用を昭和５８

年４月を最後に行っておらず、職員の定年退職に際し、必要に応じ

民間委託により実施。 

○ 電話交換業務を民間委託により実施。 

○ ホームページの作成・管理業務を民間委託により実施。 

○ 庁内ＬＡＮ等の情報システムの管理業務を民間委託により実施。 

○ 統計・調査業務を民間委託により実施。 

○ 国民公園管理運営業務を民間委託により実施。 

○ 発送先の多いものについての梱包、発送は民間委託により実施。 

 

（今後の取組計画） 

○ 公用車の運転業務については、今後も職員の運転手の定年退職に際

し、必要に応じて民間委託により実施予定。（引き続き実施） 

○ 旅費計算事務については、平成１６年度に経産省が実施した「出張

業務の外部委託の実証事業」の結果に基づく、同省における実施状

況を見た上で、その効果及び実施可能性について検討。（平成１７

年度以降検討） 

○ 広報業務・研修業務（語学研修を除く）については、今後さらに、 

効率的な民間委託について検討。（引き続き実施） 
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○ 既に民間委託にて実施している電話交換等業務及び、国民公園管 

理運営業務については、引き続き民間委託での効率的運用を図る。 

（引き続き実施） 

○ 発送先の多いものについての梱包、発送は民間委託により実施。 

（引き続き実施） 

 

６．IP電話の導入 

 

（これまでの取組） 

○ 通信費の削減を図るための導入に向けた、費用対効果や技術面での 

検討を行った。 

 

（今後の取組計画） 

○ 中央合同庁舎第５号館の管理官庁である厚生労働省等と調整をしつ 

つ、平成１８年度の導入を目指す。（平成１８年度） 

 

 

７．統計調査の合理化 

 

（これまでの取組） 

（１） ＩＴの活用 

○ 統計調査の結果等を環境省ホームページ等を活用した公表を実施し

ているところ。 

○ 統計調査結果等は平成16年度から運用を開始した環境情報総合デー

タベースを活用しデータベース化を実施しているところ。 

 

（２） アウトソーシング 

○ これまでも統計事務のアウトソーシングについて実施しているとこ

ろ。 

 

（今後の取組計画） 

（１） ＩＴの活用 
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○ 今後とも現在実施している統計調査の結果等については環境省ホー

ムページ等を活用した公表を継続する。 

 

（平成１７年度以降も引き続き実施） 

（２） アウトソーシング 

○ 今後とも現在実施している統計事務のアウトソーシングを継続す

る。（引き続き実施） 

 

 

８．国民との定期的な連絡に関する効率化 

 

（該当なし） 

 

 

９．出張旅費の効率化 

 

（これまでの取組） 

○ 「WEB 版出張旅費システム２０００」導入による旅行経路探索、旅

費請求書作成作業の簡素化。 

 

（今後の取組計画） 

○ 出張を行う際は、割引制度等の情報の収集に努め、その最大限の利用

を図ることとする。特に、昨今の国際線における割引料金の発展に鑑み、

外国出張の際は、特に事情がある場合を除き、原則、割引航空運賃を

利用することとし、省内に周知徹底し、効率的な出張旅費の使用を図る

こととする。（引き続き実施） 

○ 平成 16 年度に経産省が実施した「出張業務の外 部委託に関する実

証事業」の行方を見たうえ、将来、旅費の申請手続き、経路計算、

チケットの手配等を民間委託することによる効果及び実施可能性に

ついて検討する。（平成１７年度以降検討） 

○ 出張における、ディスカウントチケット、パック料金、その他割引

制度の活用促進を図る。（平成１７年度以降） 



環境省 11/13 

○ テレビミーティング等の活用による出張旅費の削減について検討す

る。（平成１７年度中） 

 

 

 

１０．交際費等の効率化 

 

（これまでの取組） 

○ 交際費については、適正な支出によって経費の効率的利用に取り組

んできた。 

○ 職員に対する福利厚生については、共済組合と連携して、適切に実

施してきた。 

 

（今後の取組計画） 

○ 部外者に対し、儀礼的、社交的な意味で支出するという趣旨を徹底

し、かつ、職務関連性を一層厳しく確認の上、使用するものとする。

（引き続き実施） 

○ 職員に対する福利厚生については、共済組合と連携して、民間との

均衡を考慮しつつ、引き続き適切な水準となるよう努める。 

（引き続き実施） 

 

 

１１．国の広報印刷物への広告掲載 

 

（これまでの取組） 

○ 特になし。 

 

（今後の取組計画） 

○ パンフレット、「日本の国立公園」の中に広告欄を確保し、広告収

入を得ること等により、行政の効率化を図っていくこととする。 

（平成１８年３月より実施） 
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１２． 環境にも配慮したエネルギー・資源使用の効率化 

（１） 環境マネジメントシステムの実施 

（これまでの取組） 

○ 同システムを実行し、事務用品の再利用や詰め替え使用、用紙類の

裏面活用や分別廃棄、省エネ機器の導入や昼休みの消灯、公用車の

使用を控えるノーカーデーの設置等環境への配慮に努めることによ

る庁費（一般経費・光熱料・燃料費等）の削減に寄与した。（１３

年度から継続）また、環境基本計画に基づき、各府省における環境

配慮の方針の策定（環境マネジメントシステムの導入）を促してお

り、これまで、環境省、総務省、公害等調整委員会、国土交通省、

防衛庁、農林水産省、法務省、外務省、文部科学省、財務省、内閣

府の１１府省が策定した。 

 

（今後の取組計画） 

○ 同システムの継続的実施を図る。また、環境基本計画の点検等を活

用して環境配慮の方針が未策定の省庁に対して策定を働きかけると

ともに、政府全体で環境マネジメントシステムが効果的・継続的に

実施されているかを点検する。（引き続き実施） 
 
（２）エネルギー使用量の抑制 

（これまでの取組） 

○ 夏季の軽装の励行については、周知徹底と併せて、励行期間の開始

を前倒して実施してきた。 

 

（今後の取組計画） 

○ 冷房の場合は２８度程度、暖房の場合は１９度程度に冷暖房温度の

適正管理を徹底するとともに、夏季の軽装の励行について、励行期

間の開始を引き続き前倒して実施するとともに、より一層の周知徹

底を図り、業務の効率化を図る。（引き続き実施） 

○ ＯＡ機器、照明のスイッチの適正管理等により、エネルギー使用量

の抑制を引き続き進める。 
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（３） 資源の節約 

（これまでの取組） 

○ 両面印刷、裏紙のリユース使用、メールの活用の促進等を周知し、

用紙の削減を図ってきた。 

○ 環境省内で不用となった備品については、その都度、文書、メール

等により周知し、有効活用が図られるように努めてきた。 

 

（今後の取組計画） 

○ 廃棄物の量を減らすため、廃棄物の発生抑制（Reduce）、再使用

（Reuse)、再生利用（Recycle）の３Ｒを引き続き進める。とりわけ、

用紙の使用量については、次の対応等を実行し、対前年度比５％の

削減に努める。（平成１７年度以降） 

・ 情報伝達・情報保存・意思決定という、紙を必要とする主要な業

務プロセスについて、目的と照らして必要な紙使用となるよう、

最適化に努める。 

・ 紙での配布から電子媒体での配布及び、紙での保存から電子媒体

での保存の実施。 

・ 裏紙のリユース使用の一層の徹底。 

○ 環境省内の備品の有効活用をさらに一層進めるため、中古備品のリ

ストを作成し、電子掲示板に掲載して情報を共有することで、備品

のリユース・コスト削減を進める。 

○ 必要に応じて節水コマを取り付ける等により節水を推進する。 

 

 

 

１３．その他 

（１）環境省担当部署一覧（環境省タウンページ）の作成 

（これまでの取組） 

○ 平成１６年３月に環境省担当部署一覧（環境省タウンページ）を省

内に配布し、省外からの各種問い合わせに活用している。 

 

（今後の取組計画） 

○ 今後の新規事業に併せて、随時、更新を図る。 


